
準PAZ内（牡鹿半島）の住民の避難

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ ： 宮城県大崎合同庁舎

大崎市が避難所を指示

牡鹿地区：小網倉清水田集会所
大原小学校
給分浜集会所
新山振興会集会所
十八成自治会集会所
鮎川小学校
牡鹿中学校

荻浜地区：東浜小学校
狐崎漁村ｾﾝﾀｰ
鹿立浜集会所

避難元：荻浜地区、牡鹿地区

大崎市 避難所
（計60施設 39,195人受入可能）

一時集合場所

自家用車

市内移動用車両

ﾊﾞｽ

おしか

おおさきし

おおさき

おおさきし

※避難対象者数は、準PAZ内（牡鹿半島）住民の合計数から施設敷地緊急事態で避難する住民及びその支援者を引いた数字である。

準PAZ内
（牡鹿半島）

避難
対象者 ﾊﾞｽ

避難者数
自家用車
避難者数

牡鹿地区 1,574人 508人 1,066人

荻浜地区
（PAZ内の荻浜を除く） 242人 79人 163人

合計 1,816人 587人 1,229人

荻浜地区
おぎのはま

牡鹿地区
おしか

おしか

おぎのはま

UPZ PAZ

おおはら

くぐなり

にいやま

こあみくら

あゆかわ

おしか

すだちはま

おぎのはま

しみずだ

きつねざき

ひがしはま

きゅうぶんはま

おしか

おぎのはま

 石巻市の2地区（牡鹿地区、荻浜地区）における準PAZ内の住民について、自家用車で避難できる住民は、自家
用車により避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ（宮城県大崎合同庁舎）を経由し、避難先（大崎市）へ移動。

 自家用車での避難が困難な住民は、徒歩等で一時集合場所に集まり、宮城県及び石巻市が手配した車両で、

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ（宮城県大崎合同庁舎）を経由し、避難先（大崎市）へ移動。

 2地区における避難先については、避難計画に関する住民説明会や訓練等を通じて対象となる住民に周知。

いしのまきし

おおさき

おおさき おおさきし

おしか おぎのはま

おおさきし
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おしか

いしのまきし

おしか

おぎのはま

おしか



準PAZ内（牡鹿半島）における全面緊急事態で必要となる輸送能力及びその確保

 全面緊急事態で必要となる輸送能力は、587人分、ﾊﾞｽ25台。
 石巻市が保有するﾊﾞｽのほか、宮城県は、「原子力災害時における緊急輸送に関する協定書」 ※1

に基づき、宮城県ﾊﾞｽ協会が調整・確保する車両により、必要車両台数を確保。
 車両及び運転手については、宮城県ﾊﾞｽ協会等の協力により、更に余裕を持った台数・人数を確保。

想定対象人数※2 想定必要ﾊﾞｽ数※3 備考

ﾊﾞｽにより避難する住民 587人 25台 【P71参照】

＜全面緊急事態で必要となる輸送能力＞

確保車両台数
備考

ﾊﾞｽ

（A）必要車両台数 25台

（B）車両確保台数 計25台以上

確
保
先

宮城県ﾊﾞｽ協会 25台以上

UPZ内のﾊﾞｽ会社が保有する車両総数114台
のうち、PAZ内の施設敷地緊急事態及び全面緊急
事態、準PAZ内（牡鹿半島）の施設敷地緊急事態
で使用する49台の車両を除く、残りの65台の車両
を使用

＜全面緊急事態での輸送能力の確保＞

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

※1 宮城県と公益社団法人宮城県ﾊﾞｽ協会（協力事業者84社）が、平成30年9月13日に締結
※2 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※3 ﾊﾞｽは、牡鹿半島の地域特性を踏まえ、1台あたり25人の乗車を想定
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おしか

いしのまきし

おしか

おしか



自家用車で避難できない住民の数及び各集合場所への配車順路

① 牡鹿中学校
おしか

：一時集合場所10箇所

おしか

PAZ境界線

準PAZ境界線

PAZ

④ 新山振興会集会所
にいやま

⑦ 小網倉清水田集会所
こあみくら しみずだ

⑥ 大原小学校
おおはら

② 鮎川小学校
あゆかわ

③ 十八成自治集会所
くぐなり

⑤ 給分浜集会所
きゅうぶんはま

⑧ 鹿立浜集会所
すだちはま⑨ 狐崎漁村ｾﾝﾀｰ

きつねざき

⑩ 東浜小学校
ひがしはま 石巻市

いしのまきし

各集合場所への配車順路 人数 ﾊﾞｽ
必要台数

ﾙｰﾄ1
(中型･小型

ﾊﾞｽ）
①牡鹿中学校⇒②鮎川小学校⇒③十八成自治集会所 294人 12台

ﾙｰﾄ2
(中型･小型

ﾊﾞｽ）
④新山振興会集会所 19人 1台

ﾙｰﾄ3
(中型･小型

ﾊﾞｽ）

⑤給分浜集会所⇒⑥大原小学校⇒⑦小網倉清水田
集会所

195人 8台

ﾙｰﾄ４
(中型･小型

ﾊﾞｽ）
⑧鹿立浜集会所⇒⑨狐崎漁村ｾﾝﾀｰ⇒⑩東浜小学校 79人 4台

合 計 587人 25台

ﾙｰﾄ2
ﾙｰﾄ3

ﾙｰﾄ4

ﾙｰﾄ1

おしか あゆかわ くぐなり

にいやま

きゅうぶんはま おおはら こあみくら しみずだ

すだちはま きつねざき ひがしはま

 石巻市によるｱﾝｹｰﾄ調査の結果、自家用車で避難できない住民は587人。
 自家用車で避難できない住民は、徒歩等で各一時集合場所に集まり、宮城県又は石巻市が配車し

た車両で、避難先である大崎市へ避難。

いしのまきし

いしのまきし

おおさきし
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準PAZ内（牡鹿半島）から避難先までの主な経路

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により
避難を実施。

PAZ

いしのまきし

石巻市
対象住民：1,816人

避難先：大崎市
(60施設の中から状況に

応じて割当て)

おおさきし

：第一経路（例）
：第二経路（例）
：避難先市町村所在地

【凡例】

UPZ

おしか

【第一経路（例）】
県道2号→国道398号→
国道108号

2

398

108

《避難経路の考え方》
・円滑な避難のため、可能な範囲で地域毎に分散して経路を設定
・住民が覚えやすく実行しやすい避難誘導計画となるよう、基本

となる単一の避難経路をあらかじめ設定
・自然災害等により、道路の遮断や障害物による道路幅の減少等

が想定又は確認できるときは、各道路管理者と協力し、代替避
難路を速やかに確保。その上で、あらかじめ定めた避難計画に
かかわらず、代替となる安全な避難経路において避難

荻浜地区
おぎのはま

牡鹿地区
おしか

32

19

346

16

192

【第二経路（例）】
県道2号→国道398号→県道192号→
国道108号→県道16号→国道346号→
県道19号→県道32号
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自然災害時等における準PAZ内（牡鹿半島）避難等の基本ﾌﾛｰ

避
難
所
受
付
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎
）

海路避難の場合

陸路避難の場合

放射線防護対策
施設等に屋内退避

ﾊﾞｽ等

自家用車

船舶 ﾊﾞｽ等

状況に応じて放射線防護対策施設等へ移動

海路避難が困難な場合

避難の実施により
健康ﾘｽｸが高まる者

徒歩・車両

徒歩・車両

必要に応じて
空路避難を実施

集合
場所

(※1)

避難態勢が整い次第
海路避難を実施

避
難
元
（
石
巻
市
）

集合
場所

中継所
(上陸港)

天候等回復するまで
屋内退避を実施

避
難
所
ま
た
は
福
祉
避
難
所
（
大
崎
市
）

 自然災害により陸路による避難が実施できない場合は、海路による避難を実施。

 悪天候等により海路による避難が困難な場合は、天候等回復するまで屋内退避を実施し、避難態勢
が整い次第海路による避難を実施。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、近隣の放射線防護対策施設を含む屋内退避施設で屋内
退避を継続。輸送等の避難準備完了後、避難を実施。

＜状況に応じた対応例＞

鮎川港
ﾊﾞｽ等

輸送等の避難準備
完了後、避難を実施

おしか

あゆかわこう

い
し
の
ま
き
し

お
お
さ
き

お
お
さ
き
し

※1 空路避難は、ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地（ﾍﾘ離着陸場として指定されているﾍﾘﾎﾟｰﾄ、県地域防災計画で離着陸場として記載されているグラウンドなどの臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ等）や
防災離着陸候補地（過去に訓練や救急活動で使用実績がある場所、また現地調査により条件付きも含めﾍﾘの離着陸が可能とされた場所等）を活用

※2 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請



準PAZ内（牡鹿半島）における状況に応じた対応

【具体的な防護措置の検討ﾌﾟﾛｾｽｲﾒｰｼﾞ（案）】

 施設敷地緊急事態及び全面緊急事態における準PAZ内（牡鹿半島）での防護措置については、発電所や周辺の
道路・港湾等の状況に応じ、多様な対応（陸路避難、海路避難、空路避難、屋内退避）をとることが必要。

①警戒事態：宮城県、石巻市が、道路や港湾等の状況を確認し、避難方法の検討を開始

②施設敷地緊急事態：防護措置の方法を決定し、住民に広報を実施

【道路等の状況を確認】
いしのまきし

・いずれか一方による北上
が可能な場合は陸路避
難

・港、船舶、港までの道路
がいずれも使用可能で
あれば、陸路避難及び
海路避難

・県道2号線や県道220号線により、牡鹿半島を北上する陸路
避難が可能か。

✔どちらの道路でも北上が不可能な場合

・牡鹿半島の先にある鮎川港が使用可能か。
・船舶は確保・使用が可能か（気象状況含む）。
・県道2号線や県道220号線により、牡鹿半島の先にある鮎川
港までの避難が可能か。

可能

✔港、船、港までの道路、いずれか一つでも使用不可能な場合

・避難元地区近辺のﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地の使用が可能か。
・ﾍﾘの使用が可能か（気象状況含む）。

・屋内退避後、空路避難

・屋内退避をし、道路啓開や気象状況等により、陸路、海路、又
は、空路の避難が可能となり次第、直ちに避難を開始

不可能

あゆかわこう
可能

可能

不可能

不可能
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おしか

あゆかわこう

おしか

おしか

おしか

おしか



準PAZ内（牡鹿半島）における状況に応じた住民の避難

 放射性物質放出まで時間的猶予があり、県道2号又は県道220号が使用可能な場合には、陸路によ
る避難を実施。

 陸路による北上が不可能な場合は、鮎川港まで移動し海路避難を実施。海路避難が不可能な場合
は、屋内退避又は空路避難を実施。なお、東北電力においても、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを確保し空路避難を支援。

おながわちょう
女川町

PAZ

いしのまきし
石巻市

大崎市内の避難所へ避難

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ

宮城県大崎合同庁舎
おおさき

おおさき

PAZ境界線
準PAZ境界線

2

220

41

398 

2

2

220

220

41

石巻市立河南西中学校へ

石巻港へ

いしのまきしりつ

いしのまきこう

石巻港
いしのまきこう

石巻市立河南西中学校

鮎川港
あゆかわこう

いしのまきしりつ

41

鮎川港
あゆかわこう
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かなんにし

かなんにし

おしか

おおさきし

H

H

H

とうほくでんりょく

あゆかわこう
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＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

島外への避難の際、発電所近傍を通る海路避難や、牡鹿半島内の港に上陸後、PAZ内を通過する陸
路避難も考えられることから、準PAZとし、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態における防護措置につ
いては、PAZにおける対応と同様に実施。

７． 準PAZ内の離島における対応

おしか



準PAZ内における離島の概要

 牡鹿半島周辺の4つの離島については、島外への避難の際、発電所近傍を通る海路避難や、牡鹿半島内の港に上陸後、PAZ
内を通過する陸路避難も考えられることから、準PAZとする。

 原子力災害時の防護措置として、島外避難が必要となった場合は海路により避難を実施。また複合災害や悪天候等により島
外避難ができない場合は、避難の準備が整うまでの間、島内の放射線防護対策施設等において屋内退避を継続。

 島外避難ができない場合に備え、放射線防護対策施設等を整備するとともに、食料や飲料水等の備蓄や防災行政無線など
の情報受伝達手段を確保。

江島
48人

えのしま

金華山
8人

きんかさん

田代島
63人

たしろじま

網地島
341人

あじしま

赤字 ･･･ 女川町
青字 ･･･ 石巻市

【凡例】
おながわちょう

いしのまきし

所在地 離島名称 人口

女川町 江島 48人

石巻市

田代島 63人

網地島 341人

金華山 8人

おながわちょう

いしのまきし

PAZ
えのしま

たしろじま

あじしま

きんかさん
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準PAZ内の離島における避難等の基本ﾌﾛｰ

 準PAZ内の離島では、施設敷地緊急事態で、施設敷地緊急事態要避難者の海路避難を実施、全面緊
急事態で、全住民の海路避難を実施。

 複合災害等により船舶による避難が困難な場合や、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、近隣の
放射線防護対策施設を含む屋内退避施設に屋内退避を継続し、避難態勢が十分に整った段階で避
難を実施。

78

避
難
所
受
付
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

海路避難の場合

放射線防護対策
施設等に屋内退避

状況に応じて放射線防護対策施設等へ移動

海路避難が困難な場合

避難の実施により
健康ﾘｽｸが高まる者

徒歩・車両

必要に応じて
空路避難を実施

(※1)

避難態勢が整い次第
海路避難を実施

避
難
元

集合
場所

天候等回復するまで
屋内退避を実施

避
難
所
ま
た
は
福
祉
避
難
所

＜状況に応じた対応例＞

輸送等の避難準備
完了後、避難を実施

船舶 ﾊﾞｽ等
中継所

(上陸港)

※1 空路避難は、ﾍﾘﾎﾟｰﾄ適地（ﾍﾘ離着陸場として指定されているﾍﾘﾎﾟｰﾄ、県地域防災計画で離着陸場として記載されているｸﾞﾗｳﾝﾄﾞなどの臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ等）や
防災離着陸候補地（過去に訓練や救急活動で使用実績がある場所、また現地調査により条件付きも含めﾍﾘの離着陸が可能とされた場所等）を活用

※2 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請



 準PAZ内の離島では、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者が、輸送等の避難態勢が整うまでの間、
屋内退避を行う施設として、放射線防護対策施設等を整備。

 複合災害や悪天候等により住民が島外避難ができない場合にも、避難態勢が整うまでの間、放射線
防護対策施設等において屋内退避を実施。

準PAZ内の離島における屋内退避施設の設置状況

PAZ

・ 田代島開発総合ｾﾝﾀｰ
放射線防護対策施設
（90人）

田代島（たしろじま）

・ 網地島開発総合ｾﾝﾀｰ
放射線防護対策施設
（90人）

・ 網小医院（整備中）
放射線防護対策施設
（90人）

あじしま

網地島（あじしま）
金華山（きんかさん）
・金華山黄金山神社参集殿
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
（100人）

・ 旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ体育館
放射線防護対策施設
（80人）

江島(えのしま)

たしろじま

えのしま
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きんかさんこがねやまじんじゃさんしゅうでん

あみしょう



準PAZ内の離島における初動対応

江島
えのしま

金華山
きんかさん

田代島
たしろじま

網地島
あじしま

赤字 ･･･ 女川町
青字 ･･･ 石巻市

【凡例】
おながわちょう

いしのまきし

PAZ

 警戒事態が発生した段階で、宮城県からの指示により、女川町及び石巻市は、離島の自主防災組織及び消防団等に、
放射線防護対策施設への要配慮者等の避難準備及び一時集合場所の開設等を指示。

 指示を受けた各離島の自主防災組織及び消防団等は、離島内の住民に対して要配慮者等の放射線防護対策施設への
避難準備の指示を伝達するとともに、一時集合場所の開設等を実施。

 女川町及び石巻市は、自主防災組織や消防団等と情報共有を図り、地域ｺﾐｭﾆﾃｨと一体となった避難誘導体制を構築。

おながわちょう いしのまきし

女川町
自主防・消防団等
（組織数）

江島（えのしま） １

石巻市
自主防・消防団等
（組織数）

田代島（たしろじま） 2

網地島（あじしま） ３

金華山（きんかさん） ０

おながわちょう

いしのまきし

※1 女川町には災害警戒本部、石巻市には災害警戒
本部及び牡鹿支部があることから、これらの職員が
自主防災組織・消防団等と連携して初動対応を実施

※2 女川町は、江島に女川町消防団第７分団を設置。
石巻市は、田代島に石巻市消防団石巻地区団第
11分団第3部仁斗田班と大泊班、網地島に牡鹿
地区団第3分団長渡班と網地班及び網地地区自
主防災組織を設置
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おながわちょう いしのまきし

おながわちょう いしのまきし

おしか

おながわちょう えのしま おながわちょう

いしのまきし たしろじま いしのまき

にとだ おおどまり あじしま おしか

ふたわたし あじ あじ

いしのまきし



準PAZ内の離島における住民への情報伝達

江島
56人

えのしま

金華山
きんかさん田代島

たしろじま

網地島
あじしま

赤字 ･･･ 女川町
青字 ･･･ 石巻市

【凡例】
おながわちょう

いしのまきし

PAZ

 女川町及び石巻市は、各離島に情報伝達が可能な防災行政無線等のほか、自主防災組織連絡網、消防団による
広報巡回、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用し情報を伝達。

 離島における自主防災組織や消防団等は、住民への情報伝達や避難者の状況、避難誘導体制等に関する情報共
有を行うため、各離島に配備している携帯端末、衛星電話、各地区の防災行政無線屋外拡声子局に設置された双
方向通信機を活用。

 網地島における医療機関への情報伝達は、宮城県及び石巻市が連携して実施。

 離島周辺の船舶には、関係市町における漁業無線等の業務用移動通信等を活用し情報を伝達。

おながわちょう いしのまきし

あじしま

江島
えのしま

石巻市

 田代島、網地島、金華山の対象区域に防災
行政無線屋外拡声子局を設置するとともに、
全戸に告知放送受信機を配布。

女川町

 江島に防災行政無線屋外拡声子局を
設置。

おながわちょう
し

いしのまきし

たしろじま あじしま きんかさん

（屋外拡声子局）
（告知放送受信機）

えのしま

いしのまきし
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準PAZ内の離島における避難体制

 警戒事態で、女川町及び石巻市は住民広報、一時集合場所の開設を行う。宮城県、女川町及び石巻市は離島から

の避難に必要な船舶の手配を開始し、宮城県は女川港または石巻港から避難先までの移動に必要な住民避難用

ﾊﾞｽ等を手配するため、宮城県ﾊﾞｽ協会等に準備要請を行う。一方、施設敷地緊急事態要避難者は、避難準備等を

行う。

 施設敷地緊急事態で、女川町及び石巻市は、住民へ避難準備の周知を行う。一方、施設敷地緊急事態要避難者は、

支援者が同行することで避難可能な者等は離島からの避難を開始する。なお、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる

者は放射線防護対策施設へ移動し屋内退避を実施する。

 全面緊急事態で、女川町及び石巻市は住民に離島からの避難を指示。
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＜女川町＞
江島：江島港

＜石巻市＞
田代島：仁斗田港

又は大泊港

網地島：網地港
又は長渡港

金華山：金華山港

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ

避難先まで移動するために、
一時的な集合場所として活用

＜女川町＞
江島：旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ

＜石巻市＞
田代島：田代島開発総合ｾﾝﾀｰ

網地島：網地自治会館、
長渡地区振興会館

金華山：金華山黄金山神社参集殿

一時集合場所

＜女川町＞
栗原市（高清水小学校、旧高
清水中学校、畑岡公民館）

避難元（女川町）

江島

準PAZ内離島人口
48人

避難元（石巻市）

田代島、網地島、金華山

準PAZ内離島人口
412人

乗船場所 下船場所

＜女川町＞
江島：女川港

＜石巻市＞
田代島：石巻港

網地島：石巻港

金華山：石巻港

＜石巻市＞
大崎市（60施設の中から状
況に応じて割当て）

避難先に移動するための受付等を実施

＜女川町＞栗原市若柳総合体育館

＜石巻市＞宮城県大崎合同庁舎

避難先

いしのまきしおながわちょう いしのまきしおながわちょう

いしのまきこうおながわこう

いしのまきしおながわちょう

いしのまきしおながわちょう

いしのまきし

いしのまきし いしのまきし

いしのまきし

おながわちょう

おながわちょう

おながわちょう おながわちょう

たしろじま

たしろじま

たしろじまたしろじま

えのしま

えのしま えのしまこう えのしま

いしのまきこう

いしのまきこう

いしのまきこう

にとだこう

おおどまりこう

あじこう

ふたわたしこう

きんかさんこう

おながわこう

あじしま

きんかさん

きんかさん きんかさんこがねやまじんじゃさんしゅうでん

たしろじま

あじしま あじ

ふたわたし

きんかさん

あじしま

えのしま

あじしま きんかさん

えのしま

おながわちょう

いしのまきし

いしのまきしおながわちょう

くりはらしわかやなぎ くりはらし

おおさき

おおさきしたかしみず

しみず

たか

はたおか



 準PAZ内の離島における社会福祉施設（網地島の1施設20人）は、個別避難計画を策定済であり、
UPZ外の大崎市にある3施設を避難先として確保。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、放射線防護対策施設において、避難に必要な準備が整う
まで屋内退避を実施。その他の避難可能な入所者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難
を実施。

 何らかの事情で、あらかじめ選定しておいた避難先施設が活用できない場合には、宮城県が受入先
を調整。

準PAZ内の離島における社会福祉施設の入所者等の避難

避難先施設

※1

※2

※3

避難元施設

あじしま
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おおさきし

番号 施設名 施設種別 定員数

1 網小 介護老人保健施設 20人
あみしょう

番号 施設種別 市町名
受入

可能人数

1 介護老人保健施設 大崎市（3施設） 28人

近隣の放射線防護
対策施設内屋内退避

※1 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、輸送等の避難準備が完了する
まで放射線防護対策施設内で屋内退避

※2 輸送等の避難準備完了後、あらかじめ定められた避難先施設又は宮城県
が調整した避難先施設へ避難

※3 避難可能な入所者等は、あらかじめ定められた避難先施設又は宮城県が
調整した避難先施設へ避難

おおさきし

あじこう

網地港

ふたわたしこう

長渡港

PAZ

UPZ

＜放射線防護対策施設＞
あじしま

網地島開発総合ｾﾝﾀｰ

いしのまきこう

石巻港

H

＜放射線防護対策施設＞
あみしょう

網小医院（整備中）



船舶で
移動

ﾊﾞｽ、

福祉
車両
等で
移動

 江島、田代島、網地島における在宅の避難行動要支援者36人のうち、15人は支援者がいることを確

認。残る避難行動要支援者については、女川町又は石巻市、自主防災組織、民生委員、消防団等

を通じて支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、離島から船舶で移動し、その後、ﾊﾞｽ又は福祉車両等で避難

先へ移動。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両で、近傍の放射線防護対策

施設へ移動。輸送等の避難準備完了後、避難を実施。

準PAZ内の離島における在宅の避難行動要支援者の避難

避
難
所
ま
た
は
福
祉
避
難
所

支援者と共に
徒歩等で移動

福祉車両
等で移動
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支援者
（15人）

在宅避難行動
要支援者
（36人）

＜女川町＞
江島：
・旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ

＜石巻市＞
田代島：
・田代島開発総合ｾﾝﾀｰ
網地島：
・網地自治会館

・長渡地区振興会館

避
難
所
受
付
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

35人（支援者14人）

一時集合場所

ﾊﾞｽ、

福祉
車両
等で
移動

女
川
港
又
は
石
巻
港

各
離
島
の
港

支援者が同行すること
で避難可能な者

避難の実施により
健康ﾘｽｸが高まる者

支援者の車両又は
福祉車両で移動

輸送等の避難準備
完了後、避難を実施

避難に必要な準備が
整うまで屋内退避を実施

P82参照

1人（支援者1人）

＜女川町＞
江島：
・旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ

＜石巻市＞
田代島：
・田代島開発総合ｾﾝﾀｰ
網地島：
・網地島開発総合ｾﾝﾀｰ
・網小医院（整備中）

放射線防護対策施設

えのしま

えのしま

えのしま

えのしま

たしろじま

えのしま たしろじま あじしま

おながわちょう いしのまきし

たしろじま

おながわちょう

たしろじま

あじしま

ふたわたし

いしのまきし

いしのまきし

おながわちょう

たしろじま

あじしま

あじしま

お
な
が
わ
こ
う

い
し
の
ま
き
こ
う

あじ

あみしょう



準PAZ内の離島における観光客等一時滞在者の避難等

ﾊﾞｽ

帰宅等
の呼び
かけ

施
設
敷
地
緊
急
事
態
発
生

避難
要請

一
時
集
合
場
所
に
集
合

＜観光客等一時滞在者の避難の流れ＞

自
宅
等

上陸港から
自家用車等

船
舶
で
移
動
後
、
自

家
用
車
等
に
よ
り
速

や
か
に
帰
宅
等
可
能

な
一
時
滞
在
者

船舶で移動後、自家用車、観光ﾊﾞｽ
のほか、路線ﾊﾞｽ等公共交通機関
で速やかに帰宅等が可能な一時滞
在者

公共交通機関等が利用できず、帰
宅等に時間を要する一時滞在者

移
動
手
段
が
確
保

で
き
ず
帰
宅
等
に

時
間
を
要
す
る
一

時
滞
在
者

避
難
先

自
宅
等

公
共
交
通
機
関
を
利
用

し
帰
宅
等
を
実
施

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

宿
泊
施
設
等
に
移
動

 宮城県、女川町及び石巻市は観光客等一時滞在者に対し、警戒事態で、帰宅等を呼びかける。

 女川港又は石巻港まで船舶で移動し、その後、自家用車等により速やかに帰宅等可能な一時滞在者は、警戒事態

で帰宅等を開始。

 公共交通機関等も利用できない観光客など、帰宅等に時間を要する一時滞在者については、宿泊施設等に移動し、

施設敷地緊急事態で避難を実施。避難の際には、徒歩等により一時集合場所に集まり、宮城県、女川町及び石巻

市が確保した船舶・車両により避難を実施。

 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で帰宅）。
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船舶

＜準PAZ内（離島）の観光客見込人数＞

江島 田代島 網地島 金華山 合計

－ 117人 921人 101人 1,139人

※観光客見込人数は平成30年実績
ﾋﾟｰｸ時（8月）における1日あたりの観光客数を基に算定（金華山のみ5月とする）

※網地島は、石巻市網地白浜海水浴場の観光客数1日あたり676人を含む。

警
戒
事
態
発
生

おながわちょう いしのまきし

いしのまきこうおながわこう

おながわちょう いしのまきし

えのしま たしろじま あじしま きんかさん

あじしま いしのまきしあじしらはま

きんかさん



準PAZ内の離島における施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 女川港、石巻港到着後、施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数142人につい
て、ﾊﾞｽ7台、福祉車両6台。

 下表とは別に、離島内での輸送が必要となる場合には、社会福祉施設が管理する車両又は東北電
力が手配する車両をもって対応。
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想定対象
人数※1

必要車両台数

備 考
ﾊﾞｽ※2 福祉車両※3

(ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様)
福祉車両※3

(車椅子仕様)

社会福祉施設の入所者等を
避難先施設に輸送

34人
（入所者16人
+職員18人）

1台
（入所者1人
+職員9人）

0台 5台
（入所者15人

+職員9人）

在宅の避難行動要支援者及び
その支援者を避難先施設に
輸送

49人
（要支援者35人
+支援者14人）

4台
（要支援者34人
+支援者13人）

0台 1台
（要支援者1人
+支援者1人）

【ﾊﾞｽ】
離島ごとにそれぞれ必要台数を算出した
合計値

上記以外の施設敷地緊急事
態要避難者等を避難先施設に
輸送

0人 0台 0台 0台

観光客等の一時滞在者の輸送 59人 4台 0台 0台 1日あたりの観光客見込人数1,139人のう
ち、約95%が港まで自家用車や観光ﾊﾞｽを
利用し、船舶等で来場する想定で、その
5%を想定対象人数として算入【P85参照】

【ﾊﾞｽ】

離島ごとにそれぞれ必要台数を算出した
合計値

合 計 142人 7台※4 6台※4

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 ﾊﾞｽは1台あたり25人の乗車を想定
※3 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算
※4 必要車両台数については、相乗りや近隣の施設までのﾋﾟｽﾄﾝ輸送等により重複しており、合計値が合わない場合がある。

おながわこう いしのまきこう

とうほくでんりょく



準PAZ内の離島における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保
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 施設敷地緊急事態発生時には、在宅の避難行動要支援者等の避難のために、女川町、石巻市及び東北
電力が配備する車両のほか、宮城県の要請に基づき、宮城県ﾊﾞｽ協会が調整・確保する車両により、必要
車両台数を確保。

 宮城県及び宮城県ﾊﾞｽ協会は、「原子力災害時における緊急輸送に関する協定書」 ※1に基づき住民避難
用ﾊﾞｽを確保。

 下表とは別に、離島内での輸送として必要な福祉車両を確保。

確保車両台数

備 考
ﾊﾞｽ※2 福祉車両

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様)
福祉車両

(車椅子仕様)

（A）必要車両台数 7台 6台
【P86参照】

（B）確保車両台数 計7台以上 計6台

確
保
先

女川町 0台 0台 0台

石巻市 0台 0台 2台
石巻市の福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配置
を自由に変えられる仕様

宮城県ﾊﾞｽ協会 7台以上 － －
UPZ内のﾊﾞｽ会社が保有する車両総数114台
のうち、PAZ内の施設敷地緊急事態で使用する12
台の車両を除く、残りの102台の車両を使用

東北電力 － 4台
東北電力の福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配
置を自由に変えられる仕様

おながわちょう

おながわちょう

※1 宮城県と公益社団法人宮城県ﾊﾞｽ協会（協力事業者84社）が、平成30年9月13日に締結
※2 ﾊﾞｽは1台あたり25人の乗車を想定
※3 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

とうほく

とうほくでんりょく

いしのまきし

いしのまきし

いしのまきし

とうほくでんりょく

でんりょく



 女川町及び石巻市における準PAZ内の離島の住民について、宮城県、女川町及び石巻市が手配した船舶で離島か
ら移動し、女川港又は石巻港から宮城県、女川町及び石巻市が手配した車両で、避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝを経由し、避
難所に避難。

 避難先については、避難計画に関する住民説明会や訓練等を通じて対象となる住民に周知。

準PAZ内の離島における住民の避難

※避難対象者数は、準PAZ内（離島）住民の合計数から施設敷地緊急事態で避難する住民及びその支援者を引いた数字である。

船舶

ﾊﾞｽ

女川港 又は 石巻港

避難元：
女川町（江島）
石巻市（田代島、網地島、金華山）

＜石巻市避難所 60施設（39,195人）＞
大崎市 60施設（39,195人）

( ) は収容可能人数
避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ：栗原市、大崎市

避難所 63施設（39,995人）

くりはらし おおさきし

＜女川町避難所 3施設（800人）＞
栗原市 3施設（800人）
・高清水小学校 （350人）
・旧高清水中学校 （350人）
・畑岡公民館 （100人）

おながわちょう

くりはらし

PAZ

女川町
おながわちょう

栗原市
くりはらし

大崎市
おおさきし

石巻市
いしのまきし

UPZ

いしのまきしおながわちょう

たかしみず

たかしみず

はたおか

いしのまきし

おおさきし

赤字 ･･･ 女川町
青字 ･･･ 石巻市

【凡例】
おながわちょう

いしのまきし

江島
えのしま

田代島
たしろじま

網地島
あじしま

金華山
きんかさん

準PAZ内
（離島）

避難
対象者

江島 3人

田代島 59人

網地島 339人

金華山 8人
合 計 409人

おながわこう いしのまきこう

おながわこう

おながわちょう

いしのまきし

えのしま

たしろじま あじしま きんかさん えのしま

たしろじま

あじしま

きんかさん

いしのまきこう

いしのまきしおながわちょう

いしのまきしおながわちょう
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準PAZ内の離島における全面緊急事態で必要となる輸送能力及びその確保

想定対象人数※2 想定必要ﾊﾞｽ数※3 備考

ﾊﾞｽにより避難する住民※4

江島 3人 1台

田代島 59人 3台

網地島 339人 14台

金華山 8人 1台

合 計 409人 19台

＜全面緊急事態で必要となる輸送能力＞

※1 宮城県と公益社団法人宮城県ﾊﾞｽ協会（協力事業者84社）が、平成30年9月13日に締結
※2 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※3 ﾊﾞｽは1台あたり25人の乗車を想定
※4 全面緊急事態で避難する離島の住民は、女川港又は石巻港からﾊﾞｽで避難所へ避難
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 全面緊急事態で必要となる輸送能力は、409人分、ﾊﾞｽ19台。
 女川町及び石巻市が保有するﾊﾞｽのほか、宮城県は、「原子力災害時における緊急輸送に関する

協定書」 ※1に基づき、宮城県ﾊﾞｽ協会が調整・確保する車両により、必要車両台数を確保。
 車両及び運転手については、宮城県ﾊﾞｽ協会等の協力により、更に余裕を持った台数・人数を確保。

確保車両台数
備考

ﾊﾞｽ

（A）最大必要車両台数 19台

（B）車両確保台数 計19台以上

確
保
先

宮城県ﾊﾞｽ協会 19台以上

UPZ内のﾊﾞｽ会社が保有する車両総数114台
のうち、PAZ内の施設敷地緊急事態及び全面緊急
事態、準PAZ内の施設敷地緊急事態で使用する49
台の車両を除く、残りの65台の車両を使用

＜全面緊急事態での輸送能力の確保＞

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じ支援を実施

いしのまきしおながわちょう

おながわこう いしのまきこう

えのしま

たしろじま

あじしま

きんかさん



 一時集合場所である旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ体育館まで徒歩又は車両で移動した後、宮城県及び女川町が手配する船舶を用いて、

江島港から女川港まで海路避難を実施。女川港から栗原市若柳総合体育館（避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ）まで陸路で避難を実施。

 複合災害や悪天候等により海路避難が困難な場合や、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる住民については、放射線防護対策施設

である旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ体育館において屋内退避を継続。

 屋内退避の実施に必要となる生活物資等については、旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ体育館に備蓄。

江島（女川町）における防護措置

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、 実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

PAZ

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ
くりはらし わかやなぎ

（栗原市若柳総合体育館）

避難先：栗原市
（高清水小学校）

えのしま
江島

人口：48人
面積：0.36km2

島内における生活物資等の備蓄場所

旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ体育館
えのしま

臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ
（旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ）

えのしま

＜放射線防護対策施設＞
えのしま

旧江島自然活動ｾﾝﾀｰ体育館
収容可能者数：80人

臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ
（石巻市総合運動公園）

くりはらし

たかしみず

えのしまこう

江島港

おながわこう

女川港

えのしま おながわちょう

おながわこうえのしま おながわこう くりはらし わかやなぎ

えのしま

えのしま
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えのしま おながわちょう

H

H

【凡例】
：港
：一時集合場所
：放射線防護対策施設
：臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄH

H

いしのまきし



避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ
（宮城県大崎合同庁舎）
避難先：大崎市

（60施設の中から状況に応じて割当て）

田代島（石巻市）における防護措置

PAZ

たしろじま
田代島

人口：63人
面積：3.14km2

＜放射線防護対策施設＞
たしろじま

田代島開発総合ｾﾝﾀｰ
収容可能者数：90人

臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ
（田代島防災ﾍﾘﾎﾟｰﾄ）

たしろじま

臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ
（河南西中学校）

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、 実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

島内における生活物資等の備蓄場所

田代島開発総合ｾﾝﾀｰ

 一時集合場所である田代島開発総合ｾﾝﾀｰまで徒歩又は車両で移動した後、宮城県及び石巻市が手配する船舶を用いて、

 仁斗田港又は大泊港から石巻港まで海路避難を実施。石巻港から宮城県大崎合同庁舎（避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ）まで陸路で避
難を実施。

 複合災害や悪天候等により海路避難が困難な場合や、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる住民については、放射線防護対策

施設である田代島開発総合ｾﾝﾀｰにおいて屋内退避を継続。

 屋内退避の実施に必要となる生活物資等については、田代島開発総合ｾﾝﾀｰに備蓄。

おおどまりこう

大泊港

にとだこう

仁斗田港

石巻港

たしろじま いしのまきし

にとだこう おおどまりこう いしのまきこう おおさき

たしろじま

たしろじま

いしのまきこう

たしろじま
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たしろじま いしのまきし

H

H

【凡例】
：港
：一時集合場所
：放射線防護対策施設
：臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄH

おおさきし

かなんにし

おおさき

H

いしのまきこう



PAZ

そばのかみ

石巻港

網地島（石巻市）における防護措置

島内における生活物資等の備蓄場所

網地島開発総合センター

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、 実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

 一時集合場所である網地自治会館又は長渡地区振興会館まで徒歩又は車両で移動した後、宮城県及び石巻市が手配する船
舶を用いて、網地港又は長渡港から石巻港まで海路避難を実施。石巻港から宮城県大崎合同庁舎（避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ）まで
陸路で避難を実施。

 複合災害や悪天候等により海路避難が困難な場合や、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる住民については、放射線防護対策

施設である網地島開発総合ｾﾝﾀｰ、網小医院（整備中）において屋内退避を継続。

 屋内退避の実施に必要となる生活物資等については、網地島開発総合ｾﾝﾀｰに備蓄。

いしのまきこう

あじしま

あじ

ふたわたしこう いしのまきこう いしのまきこう おおさき

あじしま

いしのまきし

あじしま
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ふたわたし

【凡例】
：港
：一時集合場所
：放射線防護対策施設
：臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

あじこう

あじしま いしのまきし

H

H

臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ
（河南西中学校）

かなんにし
H

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ
（宮城県大崎合同庁舎）
避難先：大崎市

（60施設の中から状況に応じて割当て）

おおさき

あみしょう

あじしま

網地島
人口：341人
面積：6.43km2

臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

（網地島防災用ﾍﾘﾎﾟｰﾄ）
あじしま

あじこう

網地港

ふたわたしこう

長渡港

＜放射線防護対策施設＞
網地島開発総合ｾﾝﾀｰ
収容可能者数：90人

網地自治会館

長渡地区振興会館

H

あじ

ふたわたし

あじしま

＜放射線防護対策施設＞
網小医院（整備中）
収容可能者数：90人

あみしょう



PAZ石巻港
いしのまきこう

金華山（石巻市）における防護措置

きんかさん
金華山

人口：8人
面積：10.28km2

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、 実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

島内における生活物資等の備蓄場所

金華山黄金山神社参集殿

 宮城県及び石巻市が手配する船舶を用いて、金華山港から石巻港まで海路避難を実施。石巻港から宮城県大崎合同庁舎
（避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ）まで陸路で避難を実施。

 複合災害や悪天候等により海路避難が困難な場合、金華山黄金山神社参集殿において屋内退避を継続。

 屋内退避の実施に必要となる生活物資等については、金華山黄金山神社参集殿に備蓄。

いしのまきし きんかさんこう いしのまきこう いしのまきこう おおさき

きんかさん こがねやま
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【凡例】
：港
：一時集合場所
：防災離着陸候補地
：臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

金華山黄金山神社参集殿

きんかさんこがねやまじんじゃさんしゅうでん

きんかさんこがねやまじんじゃさんしゅうでん

きんかさん いしのまきし

きんかさんこう

金華山港

H

避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ
（宮城県大崎合同庁舎）
避難先：大崎市

（60施設の中から状況に応じて割当て）

おおさきし

おおさき

臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ
（河南西中学校）

かなんにし
H

きんかさんこがねやまじんじゃさんしゅうでん



女川港から避難先までの主な経路

PAZ

おながわこう

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により
避難を実施。

【基本経路】
国道398号→県道234号→
三陸自動車道→県北高速幹線道路→
国道346号→国道398号

【代替経路（例）】

避難先：栗原市
（高清水小学校、他2施設)

くりはらし

：基本経路
：代替経路（例）
：避難先市町村所在地

【凡例】

UPZ

三陸自動車道

石巻女川ＩＣ

たかしみず

《避難経路の考え方》
・円滑な避難のため、可能な範囲で地域毎に分散して経路を設定
・住民が覚えやすく実行しやすい避難誘導計画となるよう、基本

となる単一の避難経路をあらかじめ設定
・自然災害等により、道路の遮断や障害物による道路幅の減少等

が想定又は確認できるときは、各道路管理者と協力し、代替避
難路を速やかに確保。その上で、あらかじめ定めた避難計画に
かかわらず、代替となる安全な避難経路において避難

398
234

398

346

【代替経路（例）】

登米ＩＣ
県北高速幹線道路
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けんぽく

とめ

さんりく

さんりく
いしのまきおながわ

けんぽく



石巻港から避難先までの主な経路

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により
避難を実施。

PAZ

避難先：大崎市
(60施設の中から状況に

応じて割当て)

おおさきし

おおさきし

：基本経路
：代替経路（例）
：避難先市町村所在地

【凡例】
UPZ

いしのまきこう

【代替経路（例）】

《避難経路の考え方》
・円滑な避難のため、可能な範囲で地域毎に分散して経路を設定
・住民が覚えやすく実行しやすい避難誘導計画となるよう、基本

となる単一の避難経路をあらかじめ設定
・自然災害等により、道路の遮断や障害物による道路幅の減少等

が想定又は確認できるときは、各道路管理者と協力し、代替避
難路を速やかに確保。その上で、あらかじめ定めた避難計画に
かかわらず、代替となる安全な避難経路において避難

41

2

398

108

【基本経路】
県道251号→県道16号→
県道19号→県道32号
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準PAZ内における離島の生活物資等の備蓄・供給体制

PAZ

 全島民を対象にした生活物資（食料、飲料水等）をそれぞれの離島において備蓄。

 生活物資が不足する場合は、海路、空路により、必要な生活物資を供給。

田代島（たしろじま）

網地島（あじしま）
全島民を対象に生活物資（食料、飲
料水等）を備蓄

全島民を対象に生活物資（食料、飲
料水等）を備蓄

※安定ﾖｳ素剤については、それぞれの離島において緊急配布ができるよう、必要数の備蓄を整備中

金華山（きんかさん）

江島（えのしま）

全島民を対象に生活物資（食
料、飲料水等）を備蓄

全島民を対象に生活物資（食
料、飲料水等）を備蓄
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8．UPZ内における対応

97

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

1. 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民（避難行動要支援者を含
む）は屋内退避を開始するため、これを円滑に実施できる体制が必要。

2. 放射性物質の放出後は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基準
（OIL）に基づき、空間放射線量率が基準値を超える区域を特定し、当該区域の住民が一時移転等

を行うこととなるため、一時移転等できる体制を整備。一時移転等の対象区域以外は、原子力災害
対策本部の指示があるまで屋内退避を継続。



UPZ内における防護措置の考え方

PAZ

UPZ

準PAZ

 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階においては、予防的防護措置として、PAZ、
準PAZにおける住民の即時避難開始とともに、UPZ内においては住民の屋内退避を開始する。

 放射性物質の放出に至った場合、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ば
くのﾘｽｸが増加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

 その後、原子力災害対策本部が、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、毎時20μSvを超過した時から概
ね1日が経過した時の空間放射線量率が毎時20μSvを超過している区域を特定。当該区域の住民
は原子力災害対策本部の指示により1週間程度内に一時移転を実施する。

※ 空間放射線量率が毎時500μSv超過（OIL1）となる区域が特定され
た場合は当該区域の住民を速やかに避難させる。

屋内退避

UPZ内の防護措置の基本的な流れ

放射性物質の放出

全面緊急事態

1週間程度内に
一時移転

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時20μSv超過（OIL2)
と特定された区域※
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PAZ、準PAZは
即時避難

UPZ内は
屋内退避



一時移転等に備えた関係者の対応

 宮城県及び関係市町は、警戒事態で警戒本部等を設置し、施設敷地緊急事態で、災害対策本部に

移行。

 関係市町は、職員配置表等に基づき、対象となる各地区に職員を配置。

 宮城県は、住民の一時移転等に備え、宮城県ﾊﾞｽ協会等にﾊﾞｽの派遣準備を要請。
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PAZ

UPZ

と め し

登米市災害対策本部

ひがし まつ しま し

東松島市災害対策本部

涌谷町災害対策本部
わく や ちょう

南三陸町災害対策本部
みなみさんりくちょう

宮城県災害対策本部

み さと まち

美里町災害対策本部

※ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの運用開始まで、

暫定的に運用。

宮城県女川ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ (整備中)
おながわ

石巻市災害対策本部
いしのまき し

女川町災害対策本部
おな がわ ちょう



一時移転等を行う際の情報伝達

 一時移転等の指示は、国の原子力災害対策本部から、宮城県及び関係市町に対し、TV会議ｼｽﾃﾑ
等を用いて伝達。

 宮城県、関係市町、関係機関から、住民、自治会、消防団、農業協同組合、漁業協同組合、教育機
関、医療機関、社会福祉施設等へは、防災行政無線、広報車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、電話、FAX等の
あらゆる情報発信手段を活用して必要な情報を伝達。

電話・FAX等

住 民

原子力災害対策本部
（首相官邸）

自治会、消防団、農協、
漁協、教育機関、医療機関、
社会福祉施設 等

TV会議ｼｽﾃﾑ等

関係市町
災害対策本部

宮城県災害対策本部
（宮城県庁）

防災行政無線、広報車、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾃﾚﾋﾞ、
ﾗｼﾞｵ、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ 等
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 宮城県及び関係市町は観光客等一時滞在者に対し、警戒事態で、帰宅等を呼びかける。

 自家用車等により速やかに帰宅等可能な一時滞在者は、警戒事態で、自家用車等にて帰宅等を開始。

 路線ﾊﾞｽ等公共交通機関も利用できない観光客など、帰宅等に時間を要する一時滞在者については、宿泊施設等

へ移動。その後、全面緊急事態までに、公共交通機関を利用し帰宅等可能な一時滞在者は、帰宅等を実施。

 全面緊急事態までに帰宅等が困難な一時滞在者は、宿泊施設等において屋内退避を実施し、その後、OIL基準に

基づく一時移転等の指示があった場合には、徒歩等により一時集合場所に集まり、宮城県及び関係市町が確保し

た車両で一時移転等を実施。

UPZ内の観光客等一時滞在者の避難等

警
戒
事
態
発
生

帰宅
等の
呼び
かけ

＜観光客等一時滞在者の避難の流れ＞

自
宅
等

自家用車等
自
家
用
車
等
に
よ
り

速
や
か
に
帰
宅
等
可

能
な
一
時
滞
在
者

※

ﾊﾞｽ

一
時
集
合
場
所
に
集
合

避難
指示

宿
泊
施
設
等
へ
移
動

宿
泊
施
設
等
に
て

屋
内
退
避

全
面
緊
急
事
態

施
設
敷
地
緊
急
事
態

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

避
難
先

自
宅
等

自
宅
等

※ 避難退域時検査の実施

自家用車、観光ﾊﾞｽ
のほか、路線バス等
公共交通機関で速
やかに帰宅等が可
能な一時滞在者

路線ﾊﾞｽ等公共交通
機関が利用できず、
帰宅等に時間を要す
る一時滞在者

移
動
手
段
が
確
保
で
き

ず
帰
宅
等
に
時
間
を

要
す
る
一
時
滞
在
者

移
動
手
段
を
確
保
で
き
た

際
に
は
帰
宅
等
を
実
施

宮
城
県
、
関
係
市
町
が
確
保
し
た

車
両
に
よ
り
避
難
を
実
施
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UPZ内住民の一時移転等①

 UPZ内関係市町の避難計画に基づき、住民の一時移転等を行う。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果や、避難経路や避難先の被災状況等、何らかの理由で予定していた避難先が
使用できない場合には、宮城県は県内市町村と調整して、他の避難先の調整を行う。

 宮城県内において避難先施設が確保できない場合には、国、全国知事会、災害時応援協定を締結し
ている東北各県等と調整を行う。
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 避難先に移動す
るための受付等
を実施

避難所受付
ｽﾃｰｼｮﾝ 自家用車で避難する者

宮城県内で446施設を
確保

受入可能人数
265,106人

避難先

避難元
(7市町)

UPZ内
人口

195,457人

宮城県、関係市町が手配した車両
（ﾊﾞｽ等）で避難先まで移動するため
に、一時的な集合場所として活用

＜利用対象者＞
 ﾊﾞｽにより避難する住民

 避難可能な在宅の避難行動要支
援者のうち車両（ﾊﾞｽ等）で避難
する者

一時集合場所

 車両等の検査

 簡易除染の実施
（必要に応じ）

避難退域時
検査場所



UPZ内住民の一時移転等②

県名 市町名
※（ ）は対象人口

避難先
※（ ）は受入可能人数

宮城県

おながわちょう

女川町
（5,871人）

栗原市（6,860人） 合計（6,860人）

いしのまきし

石巻市
（140,807人）

仙台市（40,605人）、大崎市（39,195人）、登米市（11,050人）、栗原市（16,180人）、
多賀城市（22,050人）、気仙沼市（5,000人）、大和町（5,790人）、加美町（3,821人）、
美里町（3,495人）、富谷市（2,620人）、白石市（3,563人）、大衝村（2,796人）、色麻町（2,200人）、
角田市（2,000人）、柴田町（1,930人）、丸森町（1,700人）、蔵王町（1,730人）、利府町（1,548人）、
大河原町（1,300人）、大郷町（1,680人）、塩竈市（1,150人）、七ヶ浜町（2,000人）、村田町（850人）、
涌谷町(972人）、川崎町（1,050人）、七ヶ宿町（450人）、松島町（500人） 合計（177,225人）

とめし

登米市
（9,765人）

市内の30ｋｍ圏外（29,807人） 合計（29,807人）

ひがしまつしまし

東松島市
（36,478人）

仙台市（29,503人）、名取市（5,210人）、亘理町（2,902人）、岩沼市（7,902人）、山元町（1,054人）
合計（46,571人）

わくやちょう

涌谷町
（711人）

町内の30ｋｍ圏外（1,570人） 合計（1,570人）
みさとまち

美里町
（113人）

町内の30ｋｍ圏外（285人） 合計（285人）

みなみさんりくちょう

南三陸町
（1,712人）

登米市（2,788人） 合計（2,788人）

くりはらし

せんだいし おおさきし とめし くりはらし

たいわちょう

しかまちょう

かみまち

みさとまち とみやし しろいしし おおひらむら

たがじょうし けせんぬまし

かくだし しばたまち まるもりまち ざおうまち りふちょう

しちがはままちしおがまし

しちかしゅくまち まつしままち

おおがわらまち むらたまち

かわさきまちわくやちょう

おおさとちょう

せんだいし なとりし いわぬまし やまもとちょうわたりちょう
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とめし



UPZ内住民の一時移転等③

UPZ
（概ね5km~30km）

女川原子力発電所川崎町

名取市

角田市

丸森町

白石市
七ヶ宿町

栗原市

大崎市

加美町

山元町

大衡村

色麻町

利府町

岩沼市蔵王町

大郷町
松島町

大河原町

村田町

柴田町

気仙沼市

東松島市

登米市

女川町

涌谷町美里町

石巻市

七ヶ浜町多賀城市

塩竈市

仙台市若林区

仙台市宮城野区

亘理町

富谷市

大和町

PAZ
おながわちょう

ひがしまつしまし

みさとまち

みなみさんりくちょう

わくやちょう

と め し

けせんぬまし

みなみさんりくちょう

おおさとちょう

かわさきまち

しろいしし

とみやし

かくだし

たがじょうし

ざおうまち

おおひらむら

くりはらし

しおがまし

なとりし

まつしままち

おながわちょう

わくやちょう

いしのまきし

みさとまち

わたりちょう

たいわちょう

おおさきし

しちかしゅくまち

まるもりまち

ひがしまつしまし

いわぬまし

おおがわらまち

しばたまち

むらたまち

せんだいし みやぎのく

せんだいし わかばやしく

りふちょう

かみまち

しかまちょう

しちがはままち

やまもとちょう

【凡例】

： 女川町ＵＰＺ、石巻市ＵＰＺの避難先（栗原市）

： 石巻市ＵＰＺの避難先（県内２３市町村※）

： 東松島市ＵＰＺの避難先(県内５市町）

： 登米市（市内避難、石巻市・南三陸町の各ＵＰＺの避難先）

： 涌谷町（町内避難、石巻市ＵＰＺの避難先）

： 美里町（町内避難、石巻市ＵＰＺの避難先）

： 南三陸町

： 女川町ＵＰＺ

： 石巻市ＵＰＺ

： 東松島市

とめし

ひがしまつしまし

いしのまきし

みなみさんりくちょう

くりはらし

いしのまきし

いしのまきし

おながわちょう
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いしのまきし

いしのまきし

※登米市、栗原市、涌谷町、美里町を除く。

気仙沼市

南三陸町

けせんぬまし

いしのまきし

とめし くりはらし わくやちょう みさとまち

おながわ



UPZ内の学校・保育所等の防護措置

 宮城県及び関係市町では、警戒事態でUPZ内の学校・保育所等の児童・生徒の帰宅、もしくは保護者への引渡し
を開始。

 学校・保育所等は、計画等に基づき、児童・生徒の帰宅指導や保護者への引渡しを実施。引渡しができなかった児
童・生徒は、全面緊急事態で屋内退避を実施。

 学校・保育所等は、児童・生徒の帰宅状況や屋内退避状況について、随時、関係市町災害対策本部と連携を図る。

UPZ内の
教育機関数

宮城県
教育機関数 児童・生徒数

保育所・幼稚園等 105 5,630人

小学校 42 9,161人

中学校 23 4,866人

高等学校 10 4,648人

特別支援学校 2 232人

合 計 182 24,537人

児童・生徒

保護者

関係市町
災害対策本部

計画等に基づき活動を実施
役割分担表に基づき、職員を配置
保護者への連絡

保護者への
引渡し

一時移転等の
指示

学校・保育所等
帰宅
指示等

引渡しができなかった
児童・生徒は全面緊急
事態で屋内退避を実施

避難先

帰宅指導又は
保護者への引き渡し

保護者

児童・
生徒

※教育機関数は分校を含む。
105



①：県は、受入自治体及び医療機関の協力を得て、避難先となる病院の
情報を整理し、避難元の病院等に周知

②：一時移転等の指示が見込まれる段階で、避難元病院等は県に対し、
避難先病院等の受入調整を依頼

③：県は、避難先候補病院に対し避難の受入れを要請し、避難準備を
整える。

④：県は、避難実施段階で避難元病院等に対し、避難先病院及び
避難ﾙｰﾄ等を連絡

⑤：避難の実施

UPZ内の医療機関の避難先及び受入先確保のための調整ｽｷｰﾑ

 UPZ内にある全ての医療機関（病院及び有床診療所 19施設2,169床）において、個別の避難計画をおおむね策定
済み。

 一時移転等の防護措置が必要になった場合、宮城県災害対策本部が医療機関の受入候補先を選定するとともに、
受入れに関する調整を実施。

ﾏｯﾁﾝｸﾞﾌﾛｰ

106

宮城県災害対策本部

避難元病院等 ⑤避難の実施 避難先病院（県内２３市町）

施設数 病床数

19 2,169床

受入候補施設数 受入可能病床数

96 2,286床

①情報周知

④避難先連絡

②受入調整依頼 ③受入要請
①情報提供



UPZ内の社会福祉施設等の避難先

 UPZ内にある全ての社会福祉施設等（121施設3,251人）については、施設ごとの避難計画を作成す
ることとしており、施設ごとにあらかじめ避難先施設を確保済み。

 何らかの事情で、あらかじめ確保している避難先施設が使用できない場合には、宮城県災害対策本
部が受入先を調整。
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＜UPZ外＞
（県内31市町村、県外２県４市）

＜UPZ内＞

施設区分 施設数 入所定員

介護保険施設等 71 2,829人

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所等 50 422人

受入
施設数

受入
可能人数

283※1 2,829人

34※2 422人
施設ごとの
避難先を確保

合 計 121 3,251人 309※3 3,251人

※1 介護保険施設等の避難先施設数（実数）
※2 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所等の避難先施設数（実数）
※3 介護保険施設等と障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所等の避難先施設の重複を除いた実数



同居者・支援者

在宅避難行動
要支援者

UPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

 在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や一時移転等に協力してくれる支援者に対し、防災行政無線、
広報車、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ等を用いて情報提供を行い、在宅の避難行動要支援者の屋
内退避・一時移転等を実施。

 連絡が取れない場合は、関係市町職員や消防団員等が、屋内退避・一時移転等の協力を実施。

 一時移転等が必要となった在宅の避難行動要支援者は、関係市町が準備した避難先に一時移転等を行う。なお、避
難生活に困難が生じる何らかの特別な配慮が必要な在宅の避難行動要支援者は、宮城県災害対策本部において
関係機関と調整し福祉避難所等へ移動する。

関係市町職員
・消防団員等

屋内退避

関係市町災害対策本部

連絡等

防災行政無線・広報車・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・
緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ・ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ等による情報提供

UPZ 内の在宅の避難行動要支援者数（暫定値）

福祉避難所
（615施設）

避難先

協力

一時移転等

移動

※1 （ ）内は支援者有り
※2 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※3 支援者がいない者については、今後支援者を確保していく。また、支援者が確保

できない場合においても、緊急時に消防団や自主防災組織等の避難支援等関係
者と情報を共有し、避難支援等関係者による屋内退避・一時移転等の支援ができ
る体制を整備中
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UPZ内

宮城県

女 川 町 989人（898人）

石 巻 市 3,829人（2,166人）

登 米 市 586人（153人）

東 松 島 市 1,350人（1,350人）

涌 谷 町 33人（33人）

美 里 町 1人（1人）

南 三 陸 町 208人（27人）

小 計 6,996人（4,628人）

とめし

いしのまきし

おながわちょう

わくやちょう

ひがしまつしまし

みさとまち

みなみさんりくちょう



UPZ内の一時移転に必要となる輸送能力の確保

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

 UPZ内での一時移転は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、対象地域を特定し、1週間程度内に実施。この際、必要
となる輸送能力の確保については、宮城県が、宮城県ﾊﾞｽ協会から必要となる輸送手段を調達。

 宮城県内の輸送手段では不足する場合、他県との応援協定に基づき、隣接県等から輸送手段を調達。
 宮城県が確保した輸送手段で対応できない場合、原子力災害対策本部からの依頼に基づき、国土交通省が関係

団体、関係事業者に対し、協力を要請することにより必要な輸送能力を確保。

PAZ

UPZ

宮城県

岩手県

青森県

秋田県

山形県

福島県

109

ﾊﾞｽ会社 保有台数
宮城県 70社 2,541台

県名 保有台数

青森県 2,354台

岩手県 1,777台

秋田県 1,409台

山形県 1,332台

福島県 2,620台

東北各県保有ﾊﾞｽ台数

計 9,492台



女川町におけるUPZ内から避難先までの主な経路
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UPZ

おながわちょう

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により
避難を実施。

PAZ

予備経路（米山経由）
国道398号→県道234号→県道33号
→県道30号→県道21号→県道15号
→県道36号→国道398号→栗原市
若柳(くりはらしわかやなぎ)総合体育館

避難元地区 避難先

大沢(おおさわ)、浦宿(うらしゅく)一～三、針浜(はりのはま)、旭
が丘(あさひがおか)、上(かみ)三～五、西(にし)、小乗(このり) 、

大原(おおはら)北(きた)・南(みなみ)、清水(しみず)、宮ケ崎(みやが

さき)、石浜(いしはま)、尾浦(おうら)、御前浜(おんまえはま)、指
ケ浜(さしのはま)、女川(おながわ)北(きた)・南(みなみ)

栗原市
（17施設）

基本経路
国道398号→県道234号→石巻(い

しのまき)北部ﾊﾞｲﾊﾟｽ→石巻女川(いし

のまきおながわ) IC→県北(けんぽく)高速
道路→国道398号→栗原市若柳
(くりはらしわかやなぎ)総合体育館

一般道（国道108号）経路
国道398号→石巻(いしのまき)ﾊﾞｲﾊﾟｽ→国道
108号→国道346号→県道15号→県道36
号→国道398号→栗原市若柳(くりはらしわか

やなぎ)総合体育館

一般道（国道45号）経路
国道398号→石巻(いしのまき)北部ﾊﾞ
ｲﾊﾟｽ→国道45号→国道342号→
県道36号→国道398号→栗原市
若柳(くりはらしわかやなぎ)総合体育館

予備経路（稲井経由）
国道398号→県道234号→石巻(いしのまき)

北部ﾊﾞｲﾊﾟｽ→石巻女川(いしのまきおながわ) 

IC→桃生津山（ものうつやま）IC→県道61号
→国道342号→県道36号→国道398号→
栗原市若柳(くりはらしわかやなぎ)総合体育館

【凡例】
:避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ
:避難退域時検査場所（候補地）

【栗原市】
栗原市若柳総合体育館

くりはらし わかやなぎ

くりはらし

登米総合体育館
とよま

39845

234

398

34215

36

398

346

108
33

30

２1

45

61

いない

よねやま

くりはらし

予備経路※（雄勝経由）
国道398号→県道30号→国道45号→
河北(かほく) IC→桃生津山(ものうつやま)IC→
県道61号→国道342号→県道36号→
国道398号→栗原市若柳(くりはらしわかやなぎ)

総合体育館

※尾浦、御前浜、指ケ浜地区

おがつ

おうら おんまえはま さしのはま



石巻市(石巻地区①)におけるUPZ内から避難先までの主な経路
いしのまきし

【仙台市青葉区】
青葉体育館

あおば

せんだいし あおばく

UPZ
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② 第二経路
石巻河南(いしのまきかなん)IC→石巻港(いしのまきこう)IC→
仙台港(せんだいこう)IC→県道141号→国道45号→国
道4号→新田東(しんでんひがし)総合運動場

① 第二経路
石巻港(いしのまきこう)IC→仙台
(せんだい)北部道路→泉(いず

み)IC→国道4号→県道22号
→青葉(あおば)体育館

① 第一経路
国道45号→県道8号→県道9号→
県道3号→県道56号→国道4号→
県道35号→県道22号→青葉(あおば)

体育館

③ 第二経路
県道33号→国道398号→石巻女川
(いしのまきおながわ)IC→仙台東(せんだいひが

し)IC→県道23号→国道4号→若林
(わかばやし)体育館

③ 第一経路
国道45号→県道8号→国道4号
→若林(わかばやし)体育館

【仙台市若林区】
若林体育館
わかばやし

せんだいしわかばやしく

【仙台市宮城野区】
新田東総合運動場
しんでんひがし

せんだいし みやぎのく

33

② 第一経路
国道45号→県道8号→国道4号
→新田東(しんでんひがし)総合運動場

避難元地区 避難先

①

石巻(いしのまき)小学校区、大街道(おおかいどう)小学校区、釜(かま)小学校

区、山下(やました)小学校区（羽黒町(はぐろちょう)二丁目、明神山(みょうじん

やま)、穀町(こくちょう)第１・２、双葉町(ふたばちょう)第１、下大街道(しもおおか

いどう)第１・２東、山下町(やましたちょう)一・二丁目、末広町(すえひろちょう)）

仙台市青葉区
（28施設）

②

中里(なかざと)小学校区（水押(みずおし)公営住宅を除く）、貞山(ていざん)小学

校区、山下(やました)小学校区（駅前北通り(えきまえきたどおり)３・４丁目、清

水町(しみずちょう)一丁目、田道町(たみちちょう)一丁目、西山町(にしやまちょう)）

仙台市宮城野区
（13施設）

③ 住吉(すみよし)小学校区 仙台市若林区
（8施設）

【凡例】
:避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ
:避難退域時検査場所（候補地）

45
9

3

56

22

45

398

23

141

8

35

4

鷹来の森運動公園
たかぎのもり

大郷町文化会館・自由広場
おおさとちょう

春日PA
かすが

せんだいしあおばく

せんだいしわかばやしく

せんだいしみやぎのく

いしのまき

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により
避難を実施。



石巻市(石巻地区②)におけるUPZ内から避難先までの主な経路
いしのまきし

UPZ
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16

③ 第二経路
石巻(いしのまき)ﾊﾞｲﾊﾟｽ→県道16号→国
道108号→県道16号→国道346号→
県道19号→県道32号→大崎(おおさき)

合同庁舎

③ 第一経路
石巻(いしのまき)ﾊﾞｲﾊﾟｽ→国道108
号→大崎(おおさき)合同庁舎

② 第二経路
県道16号→石巻河南(いしのまきかなん)IC→
多賀城(たがじょう)IC→県道35号→
多賀城(たがじょう)市役所

② 第一経路
国道45号→県道8号→県道3号→
県道35号→多賀城(たがじょう)市役所

① 第二経路
国道398号→石巻女川(いしのまきおながわ)IC→
利府中(りふなか)IC→県道271号→塩釜(しおがま)ｶﾞｽ
体育館

【大崎市】
宮城県大崎合同庁舎

おおさき

おおさきし

避難元地区 避難先

① 開北(かいほく)小学校区（大橋(おおはし)一～三丁目） 塩竃市
（塩釜(しおがま)ｶﾞｽ体育館）

②

中里(なかざと)小学校区（水押(みずおし)公営住宅）、

開北(かいほく)小学校区（水明(すいめい)北一～三丁

目、水明(すいめい)南一、二丁目、開北(かいほく)一～

四丁目）

多賀城市（12施設）

③ 鹿妻(かづま)小学校区、湊(みなと)小学校区 大崎市（60施設）

【多賀城市】
多賀城市役所

たがじょうし

たがじょう

【塩竃市】
塩釜ｶﾞｽ体育館

しおがまし

しおがま

鷹来の森運動公園
たかぎのもり

涌谷ｽﾀｼﾞｱﾑ
わくや

 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等によりその避難経路が使用できない場合は、他の経路により
避難を実施。

① 第一経路
国道45号→県道8号→県道271号→
塩釜(しおがま)ｶﾞｽ体育館

16

45

108

346

19

32

8

【凡例】
:避難所受付ｽﾃｰｼｮﾝ
:避難退域時検査場所（候補地）

３

35
35

271

しおがまし

たがじょうし

おおさきし

いしのまき
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